【事業計画書】
●事業者概要
	事業所名（屋号）
	
	主たる業種
	

	代表者氏名
	
	決算期
	月期

	消費税の区分　右記のいずれかに〇
	一般課税
	一般課税以外

	主な商品・サービス
	
	資本金又は出資の額
	円

	常時雇用従業員数
	人
	ﾊﾟｰﾄ･ｱﾙﾊﾞｲﾄ数
	人

	連絡担当者
	氏名
	
	役職
	

	
	電話番号
	
	携帯電話番号
	

	
	FAX番号
	
	e-mailｱﾄﾞﾚｽ
	


●事業状況
	事業の状況
	

	自社の強み
(商品・サービスなど)
	

	自社の課題
	


●事業計画
	事業名
(30文字程度)
	

	事業期間
	交付決定日～　　　年　　月　　日
※事業費の支払い期間も考慮の上、余裕を持った事業期間を設定してください。

	賃上げ計画
	事業場内最低賃金
	現状
	
	目標
	

	事業目的
(該当に○)
	事業規模拡大 ・ 生産性向上 ・ 業務効率化 ・ 店舗魅力向上

	具体的な取組内容
(選択した事業目的との関連性がわかるように)
	


西海市中小企業賃上げ支援事業補助金

●事業目的の達成計画（改善する項目として設定した箇所のみ記載）
	設定項目
	現状値
	目標年度
	目標値

	営業利益
	
	年度
	

	
	
	年度
	

	
	
	年度
	


※1上記目標年度は事業所の会計年度を指します。
※2個人の場合は、売上から売上原価と経費を除いたものをご記入ください。

●実施事業の推進スケジュール
	項目
	　月
	　月
	　月
	月
	月
	　月
	　月

	業者との打合せなど
	
	
	
	
	
	
	

	工事発注・完成
設備購入　など
	
	
	
	
	
	
	

	業者への支払い
	
	
	
	
	
	
	

	実績報告書提出
	
	
	
	
	
	
	

	事業場内最低賃金の賃上げ
	
	
	
	
	
	
	


※おおまかな時期を　→　で表示してください

【収支予算書】

※消費税一般課税事業所は税抜き金額で記載してください。

●収入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）
	科目
	金額
	備考

	市 補 助 金
	
	補助対象経費の1/2以内、（上限150万円）※1,000円未満切り捨て

	自 己 資 金
	
	

	補助合計
	
	


●支出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）
	科目
	金額
	(うち補助金額)
	積算根拠

	施設改修費又は機械装置等費
	
	
	

	工事費
	
	
	

	解体･処分費
	
	
	

	合計
	
	
	補助対象経費の下限20万円




	【対象となる「中小企業者」の定義】

	[bookmark: _GoBack]中小企業基本法(昭和38年法律第154号)で規定する中小企業者

	【対象となる事業】

	事業規模の拡大
	工場や店舗等の新設･増設に伴う工事費など

	生産性の向上
	高機能な機械設備等の導入に伴う購入費など

	業務の効率化
	省力化のための設備等の導入に伴う購入費など

	店舗の魅力向上
	店舗改修、魅力向上に繋がる備品の購入など

	【対象となる経費】

	施設の改修費又は機械装置等費
	施設の改修費又は機械、装置、器具、備品その他の設備の設置・購入費
(設置、据付工事を含む)

	工事費
	上記設備を格納する簡易な倉庫、納屋等の工事費

	解体･処分費
	上記設備導入に伴って必要となる解体･処分費用

	対象外
	・使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できない経費
・土地･建物の取得、新築、自家用車の購入その他個人又は法人の資産形成につながる経費
・消耗品の購入に要する経費



